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(54)【発明の名称】 内視鏡先端湾曲部の製造方法および内視鏡先端湾曲部

(57)【要約】
【課題】  内視鏡の操作部から進退操作される操作ワイ
ヤーによって自在に湾曲可能な内視鏡先端湾曲部におい
て、複数の節輪が低コストかつ不具合なく連結される内
視鏡用先端湾曲部の製造方法および内視鏡先端湾曲部を
提供することである。
【解決手段】  前記複数の節輪の連結部の貫通孔を隣接
する節輪の連結部の貫通孔と重ね合わせ、連結ピンを前
記複数の節輪の連結部の貫通孔と前記隣接する節輪の連
結部の貫通孔に挿置し、前記重ね合わせた節輪の連結部
の貫通孔のうち、外側に位置する連結部の貫通孔と前記
連結ピンをアーク柱に曝して加熱溶融させて接合するこ
とにより、上記課題を解決した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡の先端部に形成され、回動自在に
連結された複数の節輪が内装された湾曲自在の内視鏡先
端湾曲部の製造方法であって、
前記複数の節輪のそれぞれは、貫通孔が穿孔された連結
部が形成されており、
前記複数の節輪の連結部の貫通孔を、隣接する節輪の連
結部の貫通孔と重ね合わせ、
連結ピンを前記複数の節輪の連結部の貫通孔と前記隣接
する節輪の連結部の貫通孔に挿置し、
前記重ね合わせた節輪の連結部の貫通孔のうち、外側に
位置する連結部の貫通孔と前記連結ピンをアーク柱に曝
して加熱溶融させて接合することを特徴とする、内視鏡
先端湾曲部の製造方法。
【請求項２】  前記連結ピンを一方の電極とし、
他方の電極を前記重ね合わせた節輪の連結部のうち、外
側に位置する連結部の貫通孔に接近させ、
両電極に電力を供給して前記両電極間にアーク柱を発生
させ、
前記両電極間のアーク柱によって、前記外側に位置する
連結部の貫通孔と前記連結ピンを接合することを特徴と
する、請求項１に記載の内視鏡先端湾曲部の製造方法。
【請求項３】  前記連結ピンの他端に頭部が形成され、
前記頭部が前記重ね合わせた節輪の連結部のうち、内側
に位置する連結部と当接するように、前記連結ピンを前
記複数の節輪の連結部の貫通孔と前記隣接する節輪の連
結部の貫通孔に挿置することを特徴とする、請求項１ま
たは請求項２に記載の内視鏡先端湾曲部の製造方法。
【請求項４】  前記連結ピンの軸部の長さが、前記重ね
合わせた節輪の連結部の双方の板厚を加算した長さより
も小さいことを特徴とする、請求項３に記載の内視鏡先
端湾曲部の製造方法。
【請求項５】  前記連結ピンの軸部の先端が錘体状に形
成されていることを特徴とする、請求項３に記載の内視
鏡先端湾曲部の製造方法。
【請求項６】  前記連結ピンの軸部の体積が、前記重ね
合わせた節輪の貫通孔の容積よりも小さいことを特徴と
する、請求項５に記載の内視鏡先端湾曲部の製造方法。
【請求項７】  前記連結ピンの軸部の先端に前記軸部よ
り径の小さい柱状の突出部が形成されており、
前記突出部を含む前記連結ピンの軸部の長さは、前記重
ね合わせた節輪の連結部の双方の板厚を加算した長さよ
り大きく、
前記突出部を含まない前記連結ピンの軸部の長さは、前
記重ね合わせた節輪の連結部の双方の板厚を加算した長
さより小さいことを特徴とする、請求項３に記載の内視
鏡先端湾曲部の製造方法。
【請求項８】  前記突出部を含む前記連結ピンの軸部の
体積が、前記重ね合わせた節輪の貫通孔の容積よりも小
さいことを特徴とする、請求項７に記載の内視鏡先端湾
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曲部の製造方法。
【請求項９】  請求項１から請求項８のいずれかに記載
の内視鏡先端湾曲部の製造方法を用いて製造された内視
鏡先端湾曲部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡の先端部に形
成され、回動自在に連結された複数の節輪が内装された
湾曲自在の内視鏡先端湾曲部の製造方法および内視鏡先
端湾曲部に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の多くは、先端湾曲部を手元側の
操作部から進退操作される操作ワイヤーで駆動して湾曲
させることができる。
【０００３】一般には、外皮チューブの内側に連結ピン
によって互いに回動自在に連結された複数の節輪から構
成される節輪アセンブリーが嵌入されて内視鏡先端湾曲
部が形成されている。また、それぞれの節輪の内壁の２
箇所には、円筒部を有するワイヤーガイドが取り付けら
れている。ここで、前記ワイヤーガイドの円筒部の内径
は前記操作ワイヤーを自在に挿通可能な寸法に取られて
いる。また、それぞれの節輪に取り付けられた２つのワ
イヤーガイドの円筒部は共にその節輪の中心軸に対して
平行であり、前記２つのワイヤーガイドはその節輪の中
心軸に対して互いに略対称となる位置に取り付けられて
いる。なお、内視鏡先端湾曲部が略直線状である時は、
各節輪の一方のワイヤーガイドおよび他方のワイヤーガ
イドはそれぞれほぼ一直線状に整列する。
【０００４】ここで、２本の操作ワイヤーの先端が前記
一方のワイヤーガイドと前記他方のワイヤーガイドにそ
れぞれ挿通されている。また、前記２本の操作ワイヤー
の基端と牽引ワイヤーの両端のそれぞれとが接続されて
いる。さらに、前記牽引ワイヤーの中位は内視鏡手元部
分の操作部に設置されたプーリーに係合されている。こ
こで、前記２本の操作ワイヤーの一方を前記一方のワイ
ヤーガイドに、また前記２本の操作ワイヤーの他方を前
記他方のワイヤーガイドに挿通した後、前記２本の操作
ワイヤーの先端末をワイヤーガイドの円筒部の内径より
太くなるように加工することで、前記２本の操作ワイヤ
ーの先端末はそれぞれ、前記節輪アセンブリーを構成す
る節輪のうち最も内視鏡先端側の節輪の、一方のワイヤ
ーガイドと他方のワイヤーガイドの内視鏡先端側端面に
係合する。
【０００５】従って、前記プーリーを回転させることに
より、前記牽引ワイヤーの一方の端部は内視鏡先端部に
向かって押し出され、他方の端部は内視鏡操作部側へ引
き込まれる。よって、前記２本の操作ワイヤーの一方の
先端は押し出され、前記２本の操作ワイヤーの他方の先
端は牽引されるので、牽引される操作ワイヤーの先端と
係合しているワイヤーガイドが湾曲部の内側になるよう
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に前記内視鏡先端湾曲部は湾曲する。
【０００６】なお、上記の例においては、一つの牽引ワ
イヤーおよびプーリーと、一対のワイヤーガイドおよび
操作ワイヤーの組み合わせによって内視鏡先端湾曲部を
２方向に屈曲させているが、前記内視鏡が一つの牽引ワ
イヤーおよびプーリーと、一対のワイヤーガイドおよび
操作ワイヤーをもう一組備える構成とすれば、前記内視
鏡先端湾曲部を４方向に屈曲させることができる。
【０００７】ここで、従来の内視鏡先端湾曲部において
は、リベットを前記節輪を連結する連結ピンとして用い
ている。すなわち、図１０に示すように、節輪１２１の
連結部（外）１２１ｂに、隣接する節輪２１の連結部
（内）１２１ａを挿置して連結部（内）１２１ａのリベ
ット係合孔１２３と連結部（外）１２１ｂのリベット係
合孔１２４を重ね合わせる。次いで、リベット１２２の
頭部１２２ａが節輪１２１の内壁に当接するようにリベ
ット１２２を連結部（内）１２１ａのリベット係合孔１
２３と連結部（外）１２１ｂのリベット係合孔１２４に
順次挿入する。
【０００８】さらに、リベット１２２の軸部１２２ｂの
先端をカシメ加工してカシメ部１２２ｃを形成すること
により、リベット１２２の脱落を防止している。よっ
て、連結部（内）１２１ａのリベット係合孔１２３およ
び連結部（外）１２１ｂのリベット係合孔１２４は共
に、リベット１２２の軸部１２２ｂに対して回動自在に
係合する。
【０００９】しかしながら、従来の内視鏡先端湾曲部に
おいては、図１１に示すようにカシメ加工によりリベッ
ト１２２の軸部１２２ｂの中央部が膨張し、連結部
（内）１２１ａのリベット係合孔１２３および連結部
（外）１２１ｂのリベット係合孔１２４を圧迫して、連
結部（内）１２１ａのリベット係合孔１２３および連結
部（外）１２１ｂのリベット係合孔１２４がリベット１
２２の軸部１２２ｂに対して回動できなくなるおそれが
あった。
【００１０】また、リベット１２２のカシメ部１２２ｃ
が節輪１２１に対して突起状に形成されるため、外皮チ
ューブに節輪１２１を嵌入する時にカシメ部１２２ｃが
外皮チューブに引っ掛かって、前記節輪アセンブリーを
スムーズに嵌入できないという問題があった。
【００１１】そこで、特開昭６０－１０８０２７号記載
の内視鏡先端湾曲部においては、図１２のように一端に
頭部２２２ａが形成された連結ピン２２２を、連結ピン
２２２の頭部２２２ａが節輪の内壁に当接するように連
結ピン２２２を連結部（内）２２１ａの連結ピン係合孔
と連結部（外）２２１ｂの連結ピン係合孔に順次挿入
し、さらに連結部（外）２２１ｂの連結ピン係合孔と連
結ピン２２２の他端にレーザーを照射して両者を加熱溶
融させて接合部２１５を形成することにより接合してい
る。
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【００１２】しかしながら上記の内視鏡先端湾曲部にお
いては、レーザー照射領域とその隣接領域との温度勾配
が大きいため、レーザー照射領域の縁の部分では溶融金
属が表面張力で盛り上がった状態でそのまま硬化して、
節輪２２１の外壁部に切り返り部２１５ａが発生し、従
来の内視鏡先端湾曲部と同様、節輪アセンブリ２２５を
スムーズに外皮チューブに嵌入できなくなる場合がある
という問題があった。また、レーザーが連結部（外）２
２１ｂの連結ピン係合孔とピン２２２の軸部２２２ｂと
の隙間を通過して連結ピン２２２の軸部２２２ｂと連結
部（内）２２１ａの連結ピン係合孔が接合され、連結部
（外）２２１ｂと連結部（内）２２１ａが互いに回動で
きなくなる場合があるという問題があった。
【００１３】さらに、レーザー溶接装置は他の加工装置
と比較して高価であるので、コストの増大につながると
いう問題があった。また、レーザーはレーザー照射領域
の温度を急激に上昇させ、前記レーザー照射領域とその
隣接領域との温度勾配が大きくなるので、熱ひずみ等に
よる溶接領域の破損のおそれがあった。
【００１４】また、レーザー溶接の場合は、レーザーを
端末に確実に照射する必要があり、高精度な位置決めが
要求されるという問題があった。また、レーザーが節輪
上で反射し、高エネルギーのレーザーが作業者に照射さ
れるおそれがあり、作業を危険なものとしていた。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を
解決し、低コストかつ不具合なく節輪を回動自在に連結
する内視鏡先端湾曲部の製造方法および内視鏡先端湾曲
部を提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明の内視鏡先端湾曲部の製造方法において
は、連結ピンを前記複数の節輪の連結部の貫通孔と前記
隣接する節輪の連結部の貫通孔に挿置し、前記重ね合わ
せた節輪の連結部の貫通孔のうち、外側に位置する連結
部の貫通孔と前記連結ピンをアーク柱に曝して加熱溶融
させて接合している。
【００１７】アーク柱は微小領域を選択的かつ瞬間的に
加熱できるので、接合箇所の周囲が必要以上に加熱され
て焼きなましされ、強度が落ちるおそれが無く、また、
フラックスによる母材洗浄の必要がない。
【００１８】また、前記アーク柱は電磁波ではないた
め、レーザー溶接におけるレーザー光のように、アーク
柱が溶接領域で反射して作業者に照射されることはな
い。
【００１９】さらに、アーク溶接装置はレーザー溶接装
置に比べて安価であり、設備投資のコストを低く押さえ
ることが出来る。
【００２０】また、アーク柱はレーザー光とは異なり、
溶接領域の周辺に輻射熱が伝えられるため、溶接領域と
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隣接領域との温度勾配を小さく押さえることが可能であ
るので、熱ひずみ等による溶接領域の周辺の破損やエッ
ジの発生のおそれがない。
【００２１】また、前記連結ピンを一方の電極とし、他
方の電極を前記重ね合わせた節輪の連結部のうち、外側
に位置する連結部の貫通孔に接近させ、両電極に電力を
供給して前記両電極間にアーク柱を発生させ、前記両電
極間のアーク柱によって、前記外側に位置する連結部の
貫通孔と前記連結ピンを接合しても良い（請求項２）。
【００２２】上記の構成の場合、アーク柱は前記重ね合
わせた節輪の連結部の貫通孔のうち、外側に位置する連
結部の貫通孔の節輪外壁側と前記他方の電極の間に発生
するので、前記重ね合わせた節輪の連結部の貫通孔のう
ち、内側に位置する連結部の貫通孔と連結ピンが接合さ
れるおそれは無い。
【００２３】また、前記連結ピンの軸部の長さが、前記
重ね合わせた節輪の連結部の双方の板厚を加算した長さ
よりも小さい構成として接合部を節輪の外壁から凹ませ
ることにより、確実に節輪アセンブリーを内視鏡の先端
湾曲部に嵌入できる（請求項４）。
【００２４】また、前記連結ピンの軸部の先端部が錘体
状に形成されている構成としても良い。アーク柱は２電
極間の最短距離に発生するので、前記連結ピンを一方の
電極とし、他方の電極を前記重ね合わせた節輪の連結部
の貫通孔のうち、外側に位置する連結部の貫通孔近辺に
配置して両電極間に電流を加えると、アーク柱は前記他
方の電極と前記ワイヤガイドの突出部の先端部の間に発
生する。すなわち、前記他方の電極を設置する位置は、
前記一方の電極と接続されている部分のうち、前記他方
の電極と最も近い部分が前記連結ピンの軸部の錘体状先
端部となるような位置であれば良いので、細かい位置決
め作業が不要である（請求項５）。
【００２５】また、前記連結ピンの軸部の先端に前記軸
部より径の小さい柱状の突出部が形成されており、前記
突出部を含む前記連結ピンの軸部の長さが前記重ね合わ
せた節輪の連結部の双方の板厚を加算した長さより大き
くなり、かつ前記突出部を含まない前記連結ピンの軸部
の長さが前記重ね合わせた節輪の連結部の双方の板厚を
加算した長さより小さくなる構成としても、請求項５と
同様に細かい位置決め作業が不要となる（請求項７）。
【００２６】
【発明の実施の形態】図２に本発明の実施の形態の先端
湾曲部を有する内視鏡および内視鏡用処置具を示す。な
お、内視鏡１は対物光学系より撮像された映像を光ファ
イバー経由で直接観察するファイバー内視鏡である。内
視鏡１の挿入部可撓管３の先端に形成された先端湾曲部
２は体内に挿置され、先端湾曲部２の最先端に配置され
た対物光学系より撮像された映像を接眼部６より観察す
ることができる。
【００２７】なお、本発明の適用される内視鏡は上記の
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ファイバー内視鏡のみに制限されるものではない。例え
ば先端湾曲部２の最先端に配置された対物光学系より撮
像された映像を撮像素子により電気信号に変換し、この
電気信号を挿入部可撓管３に挿通されるケーブルによっ
て内視鏡操作部側に伝達して元の映像に復号して、モニ
タ等の表示装置に表示させる、電子内視鏡であってもよ
い。
【００２８】さらに操作部４上に設置された操作操作ノ
ブ５を回転させることにより、先端湾曲部２を湾曲させ
ることが可能である。
【００２９】ここで、図３に先端湾曲部２の断面図を示
す。先端湾曲部２は外皮ゴムチューブ１４で被覆された
構造となっている。また、先端部本体には互いに連結ピ
ン２２により連結された複数個の節輪２１から構成され
る節輪アセンブリー２５が嵌入結合されており、各々の
節輪２１の内胴部には一対のワイヤーガイド１１が設置
されている。なお、節輪２１は端部を楔状に切断した金
属製の円筒である。また、それぞれの節輪２１に接合さ
れた一対のワイヤーガイド１１は節輪２１の中心軸１５
に垂直な一面上に設置されており、一対のワイヤーガイ
ド１１は、互いに略対称な位置に配置されている。さら
に、全ての節輪を略一直線状に並べたときに一対のワイ
ヤーガイド１１はそれぞれ略一直線状に並ぶように配置
されている。ここで、各節輪の第１のワイヤーガイド１
１には内視鏡操作ワイヤー１２が順次挿通されている。
さらに、内視鏡操作ワイヤー１２の内視鏡操作ワイヤー
先端２０は先端が膨らんだ球状に形成されている。従っ
て、内視鏡操作ワイヤー１２が内視鏡先端側の節輪２１
のワイヤーガイド１１から脱離しないようになってい
る。
【００３０】なお、内視鏡操作ワイヤー１２は単線であ
っても撚り線であっても構わない。
【００３１】また、図４に操作部４の断面図を示す。操
作ノブ５はプーリー１６と接続されており、第１のプー
リー１６は操作ノブ５の回転に従って回転する。さらに
プーリー１６には牽引ワイヤー３３が係合している。ま
た、牽引ワイヤーの両端には箱型の弛緩除去器３５が取
り付けられている。さらに、弛緩除去器３５は操作ワイ
ヤー基端係合孔３６を有している。ここで一対の内視鏡
操作ワイヤー１２はそれぞれ操作ワイヤー基端係合孔３
６の各々に挿置されている。なお、内視鏡操作ワイヤー
１２の内視鏡操作ワイヤー基端３０は先端が膨らんだ球
状に形成されており、内視鏡操作ワイヤー１２の弛緩除
去器３５からの脱離を防止している。従ってプーリー１
６の回転に応じて牽引ワイヤー３３は進退し、さらに牽
引ワイヤー３３の進退に従って一方の内視鏡操作ワイヤ
ー１２は内視鏡先端湾曲部に向かって（図中左側）繰り
出され、他方の内視鏡操作ワイヤー１２は内視鏡操作側
に向かって（図中右側）引き戻される。
【００３２】よって、操作ノブ５を回転させると、先端
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湾曲部２は繰り出された内視鏡操作ワイヤー１２側が湾
曲の外側になるように曲がる。なお、本実施例は１個の
操作ノブと１対の操作ワイヤーの組み合わせにより内視
鏡の先端湾曲部を２方向に湾曲させるものであるが、１
個の操作ノブと１対の操作ワイヤーの組み合わせを２組
用いて内視鏡の先端湾曲部を４方向に湾曲させる構成と
してもよい。
【００３３】本発明の実施の形態においては、連結ピン
２２によって節輪２１は互いに回動可能に連結されてい
る。ここで連結ピン２２は図５に示すように円柱形状の
軸部Ｓと軸部Ｓの一端にフランジ状に形成された頭部か
ら構成されている。
【００３４】一方、節輪２１は図６に示すように、その
円筒部分２１ｃの一端に一対の連結部（内）２１ａが形
成され、また、円筒部分２１ｃの他端には一対の連結部
（外）２１ｂが形成されている。さらに、連結部（内）
２１ａのそれぞれには連結ピン係合孔（内）２３が穿孔
され、連結部（外）２１ｂのそれぞれには連結ピン係合
孔（外）２４が穿孔されている。また、複数の節輪２１
を連結部（内）２１ａと連結部（外）２１ｂの位置で連
結できるよう、連結部（内）２１ａは円筒部分２１ｃの
中心部に向かって節輪２１の板厚分だけ絞られているの
で、複数の節輪２１を連結させる時に連結部（内）２１
ａの外壁は連結部（外）２１ｂの内壁に当接する。
【００３５】本発明の実施の形態においては、節輪２１
の連結部（内）２１ａの外壁が隣接する別の節輪２１の
連結部（外）２１ｂの内壁に当接するように、節輪２１
を前記隣接する別の節輪２１に嵌入し、さらに節輪２１
の連結ピン係合孔（内）２３と前記隣接する別の節輪２
１の連結ピン係合孔（外）２４を重ね合わせる。次い
で、図７に示すように、連結ピン２２の頭部Ｈが連結部
（内）２１ａの内壁に当接するように、連結ピン２２の
軸部Ｈを連結ピン係合孔（内）２３と連結ピン係合孔
（外）２４に挿置する。
【００３６】さらに、連結ピン２２の軸部Ｓの先端およ
び連結ピン係合孔（外）２４をアーク柱に曝して加熱溶
融して接合している。連結ピン２２の軸部Ｓの先端と連
結ピン係合孔（外）２４を接合するためには、図１に示
すように、第１の電極４０１を節輪アセンブリー２５に
挿置して第１の電極４０１を連結ピン２２の頭部Ｈに当
接させる。さらに第２の電極４０２を連結ピン２２の付
近に設置する。加えて、接合箇所の酸化を防止するた
め、第２の電極４０２の周囲はアルゴンガスで満たされ
ている。
【００３７】ここで、第１の電極４０１と第２の電極４
０２の間に所定の電力を供給することにより、第２の電
極４０２と第２の電極４０２に近接する節輪２１の連結
ピン係合孔（外）２４の間にアーク柱４０３が発生す
る。アーク柱の温度は５０００Ｋ以上と非常に高温であ
るため、電極４０２に近接する連結ピン２２の先端と、
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この連結ピン２２と係合する連結ピン係合孔（外）２４
の縁は溶融する。このとき溶融した金属は連結ピン係合
孔（外）２４に流入する。次いで、第１の電極４０１と
第２の電極４０２の間の電力の供給を停止して、アーク
柱４０３を消滅させることにより、溶融した金属はその
凝固点まで冷却され、結果として図８のように第２の電
極４０２に近接する連結ピン２２の先端とこの連結ピン
２２が挿置されている連結ピン係合孔（外）２４は強固
に接合される。
【００３８】ここで、連結ピン２２の軸部２２ｂの長さ
は節輪２１の板厚の２倍よりもやや小さいので、連結ピ
ン２２の軸部Ｓと連結ピン係合孔（外）２４との接合部
１５は連結部（外）２１ｂの外壁からややへこんだ形状
となる。従って節輪２１をスムーズに外皮ゴムチューブ
１４に嵌入することができる。
【００３９】また、アーク柱４０３は連結ピン係合孔
（外）２４の節輪外壁側の縁と第２の電極４０２の間に
発生するので、アーク柱４０３によって加熱される領域
は連結ピン係合孔（外）２４の節輪外壁側の縁と連結ピ
ン２２の軸部Ｓの先端部に限定される。連結ピン係合孔
（内）２３は加熱されないので、連結ピン係合孔（内）
２３は連結ピン２２に接合されない。従って、連結ピン
係合孔（内）２３は連結ピン２２に対して回動自在を保
つ。
【００４０】また、図９のように、連結ピン３２２の軸
部Ｓの先端に円錐形状の先端錘体部Ｔが形成されてもよ
い。なお、この場合は軸部Ｓの高さは連結部（内）２１
ａの板厚よりも大きくなる。また軸部Ｓと先端錘体部Ｔ
の高さの合計は、連結部（内）２１ａと連結部（外）２
１ｂの板厚の合計よりも大きくなるが、軸部Ｓと先端錘
体部Ｔの体積の合計は連結ピン係合孔（内）２３と連結
ピン係合孔（外）２４の容積の合計よりも小さくなるよ
うに形成されている。
【００４１】連結ピン３２２をこのような形状にして連
結ピン３２２と連結ピン係合孔（外）２４をアーク柱に
曝して溶接する場合、アーク柱は第２の電極４０２と連
結ピン３２２の先端錘体部Ｔの先端の間に発生する。す
なわち、第２の電極４０２は、連結ピン３２２の先端錘
体部Ｔの先端が節輪２１の外壁部よりも第２の電極４０
２に対して近付くように設置するだけで良いので、細か
い位置決め作業が不要である。
【００４２】同様に、図１３のように、連結ピン５２２
の軸部Ｓの先端に、軸部Ｓよりも細い円柱形状の突出部
Ｐが形成されていてもよい。なお、この場合は軸部Ｓの
高さは連結部（内）２１ａの板厚よりも大きくなる。ま
た軸部Ｓと突出部Ｐの高さの合計は、連結部（内）２１
ａと連結部（外）２１ｂの板厚の合計よりも大きくなる
が、軸部Ｓと突出部Ｐの体積の合計は連結ピン係合孔
（内）２３と連結ピン係合孔（外）２４の容積の合計よ
りも小さくなるように形成されている。
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【００４３】連結ピン５２２をこのような形状にして連
結ピン５２２と連結ピン係合孔（外）２４をアーク柱に
曝して溶接する場合、アーク柱は第２の電極４０２と連
結ピン５２２の突出部Ｐの先端の間に発生する。すなわ
ち、第２の電極４０２は、連結ピン５２２の突出部Ｐの
先端が節輪２１の外壁部よりも第２の電極４０２に対し
て近付くように設置するだけで良いので、細かい位置決
め作業が不要である。
【００４４】
【発明の効果】以上のように、本発明の内視鏡先端湾曲
部の製造方法およびこの製造方法による内視鏡先端湾曲
部によれば、複数の節輪が低コストかつ不具合なく連結
された内視鏡用先端湾曲部が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の節輪
アセンブリーの節輪と、節輪を連結する連結ピンをアー
ク柱に曝して接合している状態を示した図である。
【図２】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部を備え
た内視鏡の概略図である。
【図３】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の断面
図である。
【図４】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部を備え
た内視鏡の操作部の断面図である。
【図５】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の連結
ピンの外観図である。
【図６】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の節輪
の外観図である。
【図７】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の節輪
の連結ピン係合孔に連結ピンを挿置した状態を示したも
のである。
【図８】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の節輪
の連結ピン係合孔（外）と連結ピンが接合された状態を
示したものである。
【図９】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の連結
ピンの別例の外観図である。
【図１０】従来の内視鏡先端湾曲部の、節輪アセンブリ
ーの断面図である。
【図１１】従来の内視鏡先端湾曲部における、節輪の連
結部の拡大断面図である。
【図１２】従来の内視鏡先端湾曲部において、節輪の連
結部（外）に接合された連結ピンを示した断面図であ
る。
【図１３】本発明の実施の形態の内視鏡先端湾曲部の連
結ピンの別例の外観図である。
【符号の説明】
１        内視鏡
２        先端湾曲部
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３        挿入部可撓管
４        操作部
５        操作ノブ
６        接眼部
１１        ワイヤーガイド
１２        内視鏡操作ワイヤー
１４        外皮ゴムチューブ
１５        接合部
１６        プーリー
２０        内視鏡操作ワイヤー先端
２１        節輪
２１ａ      節輪連結部（内）
２１ｂ      節輪連結部（外）
２１ｃ      節輪円筒部分
２２        連結ピン
２３        連結ピン係合孔（内）
２４        連結ピン係合孔（外）
２５        節輪アセンブリー
３０ａ      第１の内視鏡操作ワイヤー基端
３０ｂ      第２の内視鏡操作ワイヤー基端
３３        牽引ワイヤー
３５ａ      第１の弛緩除去器
３５ｂ      第２の弛緩除去器
３６ａ      第１の操作ワイヤー基端係合孔
３６ｂ      第２の操作ワイヤー基端係合孔
１２１      節輪
１２１ａ    節輪連結部（内）
１２１ｂ    節輪連結部（外）
１２２      リベット
１２２ａ    リベット頭部
１２２ｂ    リベット軸部
１２２ｃ    リベットカシメ部
１２３      リベット係合孔
１２４      リベット係合孔
２１５      接合部
２１５ａ    切り返り部
２２１      節輪
２２１ａ    節輪連結部（内）
２２１ｂ    節輪連結部（外）
２２２      連結ピン
２２２ａ    連結ピン頭部
２２５      節輪アセンブリー
３２２      連結ピン
４０１      第１の電極
４０２      第２の電極
４０３      アーク柱
５２２      連結ピン
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摘要(译)

解决的问题：提供一种用于内窥镜的远端弯曲部，该内窥镜的前端弯曲
部以低成本连接多个节点环并且在内窥镜前端弯曲部中没有任何问题，
该内窥镜前端弯曲部可以通过被操作以从内窥镜的操作部前后移动的操
作线自由地弯曲。 提供一种制造其的方法以及内窥镜尖端弯曲部。 多个
节点环的连接部的通孔与相邻的节点环的连接部的通孔重叠，并且连接
销与多个节点环的连接部的通孔相邻。 重叠的节点环的连接部分中的连
接环和连接销以及连接销暴露于电弧柱，以被加热并熔化以接合。 这
样，解决了上述问题。
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